
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
習
熟
度
別
指
導
や
少
人
数
教
育
の
拡
充
、
教
員
の
事
務
負
担
軽
減
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
の
円
滑
な
実
施
等
を
図
る
た
め
、

教
職
員
定
数
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
平
成
二
十
年
度
予
算
で
措
置
さ
れ
る
、
千
百
九
十
五
人
の
定
数
改
善
措
置
・
七
千
人
の
非
常
勤
講
師
配
置
・
学
校
支
援
地

域
本
部
事
業
に
つ
い
て
、
「
子
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
の
確
保
」
に
ど
の
程
度
効
果
が
あ
っ
た
か
、
そ
の
検
証
に
努
め
る
こ

と
。

三
、
教
職
の
専
門
性
・
重
要
性
を
踏
ま
え
立
法
化
さ
れ
た
「
人
材
確
保
法
」
の
意
義
は
、
大
量
退
職
・
大
量
採
用
時
期
を
迎
え

た
今
日
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
教
員
給
与
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、

四
十
年
前
と
比
較
し
て
増
大
し
て
い
る
超
過
勤
務
の
実
態
を
踏
ま
え
た
、
給
与
措
置
と
そ
の
た
め
の
財
源
確
保
に
努
め
る
こ

と
。

四
、
平
成
二
十
年
四
月
の
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
の
完
全
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
管
理
者
に
よ
る
過
重
労
働
の
対
策
に
万
全
を

期
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


